
奈良市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱 

 

【平成３１年 ３月２９日 告示第１５４号】 

          改正 令和 ２年 ３月３０日告示第１６０号 

 

 （趣旨） 

第１条 土砂災害から市民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそ

れがある区域内に存する既存不適格の建築物に対する土砂災害対策改修に要する経

費の一部について、予算の範囲内で奈良市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金

（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、奈良市補

助金等交付規則（昭和５９年奈良市規則第２３号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 土砂災害対策改修 既存の建築物が建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号。以下「令」という。）第８０条の３の規定に適合するよう実施する同条に規

定する外壁等の改修及び門又は塀の設置又は改修をいう。 

(2) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の規定により本市の区域内に指定された土砂災

害特別警戒区域をいう。 

(3) 建築士 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級

建築士又は同条第３項に規定する二級建築士をいう。 

 （補助対象建築物） 

第３条 補助の対象となる建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、次の各号

に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 土砂災害特別警戒区域内に存する住宅又は居室（建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第２条第４号に規定する居室をいう。）を有する建築物であること。 

 (2) 土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された建築物であること。 

(3) 令第８０条の３に規定する構造方法（同条ただし書に該当する場合を除く。）を有

しない建造物であること。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とす

る。 

(1) 補助対象建築物について実施する土砂災害対策改修であること。 

 (2) 建築士法第２３条第１項の登録を受けている一級建築士事務所又は二級建築士

事務所に所属する建築士が設計、工事監理等を行う土砂災害対策改修であること。 

 (3) 土砂災害対策改修の実施後の補助対象建築物が、令第８０条の３の規定に適合

すること。 



 (4) 土砂災害対策改修に対し、他の法令等により、国、県又は市から同種の補助金

を受けていないこと。 

 （補助対象者） 

第５条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者

とする。 

 (1) 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 補助対象建築物の所有者（共有の建築物にあっては、共有者全員の合意による

代表者） 

  イ 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第３条又は第６５

条に規定する団体（以下「管理組合」という。） 

(2) 市税の滞納をしていない者 

(3) 暴力団等（奈良市暴力団排除条例（平成２４年奈良市条例第２４号）第２条第 

３号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。）でない者 

 （補助対象経費）  

第６条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象者

が補助対象建築物の土砂災害対策改修工事に要した経費（消費税及び地方消費税を

除く。）とする。 

 （補助金の額等）  

第７条 補助金の額は、補助対象経費に１００分の２３を乗じて得た額(その額に１，

０００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とし、７７２，０００

円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、補助対象建築物１棟につき１回限りとする。  

 （補助金の交付申請）  

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、土砂災害

対策改修工事を実施する前に、規則第４条第１項に規定する補助金等交付申請書に、

次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

  (1) 工事計画概要書（別記第１号様式）  

(2) 土砂災害対策改修工事に要する経費の見積書の写し 

(3) 補助対象建築物の付近見取図及び外観全景の写真 

(4) 補助対象建築物の配置図（土砂災害特別警戒区域内であることがわかる図面を含 

む。）、各階平面図、立面図、断面図、構造図及び令第８０条の３の規定への適合に 

ついて検討した書類等 

 (5) 土砂災害対策改修の計画が令第８０条の３の規定に適合することを、当該土砂

災害対策改修に係る構造設計を行った建築士以外の建築士が証した土砂災害対策

改修計画に係る構造規定適合報告書（別記第２号様式） 

(6) 次に掲げるいずれかの書類 

ア 補助対象建築物の所有者であることを証する書類 

イ 補助対象建築物の所有者と占有者が異なる場合は、占有者からの土砂災害対 

策改修工事の実施に係る同意書（区分所有建築物である場合は、土砂災害対策



改修工事の実施に係る組合決議書及び管理組合規約） 

 ウ 補助対象建築物の所有者が複数ある場合は、申請者以外の所有者からの土砂災

害対策改修工事の実施に係る同意書 

(7) 補助対象建築物の建築時の建築確認通知書、検査済証、全部事項証明書その 

他建築された時期が確認できる書類 

(8) 建築基準法第６条第４項又は第６条の２第１項の規定による確認済証（確認の

申請が必要な場合に限る。） 

(9) 建築士（土砂災害対策改修に係る構造設計を行った建築士及び第５号の確認を

行った建築士に限る。）の免許証の写し 

(10) 奈良市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付申請に関する同意書（別記

第３号様式） 

(11) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定及び通知）  

第９条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、交付することを決

定したときは、申請者に対し、規則第７条第１項に規定する補助金等交付決定通知

書により通知する。この場合において、市長は当該補助金交付について条件を付す

ことができる。 

２ 市長は、前項の審査等の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、速や

かにその旨を申請者に通知するものとする。 

 （補助金の実績報告）  

第１０条 補助金の交付決定を受けた者は、土砂災害対策改修工事が完了したときは、

規則第１４条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に

提出しなければならない。  

(1) 土砂災害対策改修工事施工報告書（別記第４号様式） 

(2) 工事写真（改修後の外観全景の写真並びに工事施工部分の改修前、改修中及び

  改修後の写真） 

(3) 土砂災害対策改修工事に要した経費の領収書の写し又は土砂災害対策改修工事

に要した経費の支払を証する書類の写し（土砂災害対策改修工事に要した経費の

支払を証する書類による場合は、規則第１７条第２項の規定による補助金の交付

を受けようとする日までに、当該経費の領収書の写しを提出するものとする。） 

(4) 建築基準法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証（確認済 

証の交付を受けた場合に限る。） 

(5) 工事監理者の建築士の免許証の写し 

(6) その他市長が必要と認める書類  

 （補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、その都

度市長が定める。  

   附 則 

  この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 



   附 則（令和２年３月３０日告示第１６０号）  

  この告示は、令和２年４月１日から施行する。 



別記 

第１号様式（第８条関係） 

 

工事計画概要書 

 
【1.補助対象建築物】 

【所在地】 

 【用途】 

 【階数】 

 【構造】 

【延床面積】 

【建築年月日】 

 

【2.所有者】 

 【氏名】 

 【住所】 

 【電話番号】 

 

【3.代理者】 

 【資格】  (   )建築士  （    ）登録第     号 

 【氏名】 

 【建築士事務所名】  （   ）建築士事務所  （    ）知事登録第    号 

 

 【所在地】 

 【電話番号】 

 

【4.構造設計を行った建築士】 

 【資格】  (   )建築士  （    ）登録第     号 

 【氏名】 

 【建築士事務所名】  （   ）建築士事務所  （    ）知事登録第    号 

 

 【所在地】 

 【電話番号】 

  

【5.工事施工者】 

 【氏名】 

 【営業所名】建設業の許可（    ）第    号 

 

【所在地】 

 【電話番号】 

 

【6.工事監理者】 

 【資格】  (   )建築士  （    ）登録第     号 

 【氏名】 

 【建築士事務所名】  （   ）建築士事務所  （    ）知事登録第    号 

 

 【所在地】 

 【電話番号】 

 

【7.工事期間】    年  月  日 ～     年  月  日 

 



第２号様式（第８条関係） 

  年  月  日  

 

（宛先）奈良市長 

 

建築士事務所 

所在地 

建築士登録番号    級建築士第     号 

 

氏名                    

 

土砂災害対策改修計画に係る構造規定適合報告書 

 

奈良市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金の交付を受けようとする、下記の建築物の

土砂災害対策改修の計画については、関係図書により建築基準法施行令第８０条の３の規定

に適合していることを確認したので報告します。 

 

記 

１ 補助対象建築物の概要 

建 物 名 称  

所 在 地  

建 物 用 途  

構 造 ・ 規 模 

構   造 造 

階   数 地上   階 ・ 地下   階 

延べ面積                     ㎡ 

２ 土砂災害対策改修の概要等 

土砂災害対策改修の内容 

（該当□に✔してください。） 
□外壁等の改修   □門・塀の設置又は改修 

構
造
設
計
を
行
っ
た
建
築
士 

事 務 所 名 称  

所 在 地  

電 話 番 号 （    ）    ― 

事 務 所 登 録 番 号 

及 び 登 録 年 月 日 

知事登録第        号 

年  月  日登録 

建 築 士 氏 名  

建 築 士 登 録 番 号 級建築士  第      号 

３ 関係図書 

付近見取り図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、構造図、適合検討書、 

その他（                              ） 

４ 添付図書 

建築基準法施行令第８０条の３の規定に適合していることを確認した建築士の免許証 



第３号様式（第８条関係） 

 

 

奈良市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付申請に関する同意書 

 

年   月   日 

（宛先）奈良市長 

 

                   申請者 住  所 

                       氏
ふり

  名
がな

            

                       生年月日 

 

 

 

 奈良市建築物土砂災害対策改修促進事業補助金の交付申請に当たり、私又は私が代表を務める

団体の市税の納付状況等について、申請の審査のために必要な限度において調査されることに同

意します。 

 また、奈良市暴力団排除条例の主旨に基づき、暴力団等であるか否かの確認のため、奈良警察

署に対して照会が行われる場合があることに同意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第１０条関係） 

  年  月  日  

 

（宛先）奈良市長 

 

工事監理者 

 氏  名                  

 

工事施工者 

 名  称 

代表者名                  

 

土砂災害対策改修工事施工報告書 

 

平成  年  月付け奈良市指令整建第      号で交付決定のあった下記の土砂

災害対策改修工事について、改修計画に基づき改修工事を施工したことを報告します。 

 

記 

１ 補助対象建築物の概要 

建 物 名 称  

所 在 地  

建 物 用 途  

構 造 ・ 規 模 

構   造 造 

階   数 地上   階 ・ 地下   階 

延べ面積                     ㎡ 

２ 土砂災害対策改修の概要等 

土砂災害対策改修の内容 

（該当□に✔してください。） 
□外壁等の改修   □門・塀の設置又は改修 

工 事 完 了 年 月 日       年   月   日 

工
事
監
理
者 

事 務 所 名 称  

所 在 地  

電 話 番 号 （    ）    ― 

事 務 所 登 録 番 号 

及 び 登 録 年 月 日 

知事登録第        号 

年  月  日登録 

建 築 士 氏 名  

建 築 士 登 録 番 号 級建築士  第      号 

工
事
施
工
者 

名 称  

所 在 地  

電 話 番 号  

 


